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「高度専門士」の英文表記について 
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去る平成１７年９月９日、修業年限４年以上等の一定の要件を満たす専門課程の

修了者に対し、「高度専門士」の称号を付与する制度が創設されました。今般、この

英文表記について下記のとおりとすることとしましたので、御連絡します。 
 「高度専門士」の英文表記を定めるに当たっては、国際的に通用するものにする

との観点から、有識者やネイティブの方々の意見を伺った上で、広く諸外国におい
て用いられている d iploma の語を用い、「Advanced Diploma」といたしました。また、

これにあわせて、従来「technical associate」としてきた専門士の英文表記について

も見直すこととし、「Diploma」といたしました。 
なお、これら英文表記については、文部科学省告示等として正式に定めるもので

はなく、当室において事務的に定めるものでありますが、今後各種のパンフレット・
白書の英訳版等の刊行物において統一的に用いていく予定です。 
 各都道府県におかれては、この旨御了知いただくとともに、所管の専修学校に対

し御周知くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 

記 
 

高度専門士（○○専門課程）･･･ Advanced Diploma 
（Postsecondary Course（○○）） 

専 門 士（○○専門課程）･･･ Diploma 
（Postsecondary Course（○○）） 
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